
居 宅 介 護 支 援 事 業 者 名 称 No. 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 名 称 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 所 在 地

1 社会福祉法人　西谷会 1 ケアプランセンター　西谷憩いの家 兵庫県宝塚市大原野字波坂２番地７

１法人 １事業所　<市内０事業所･市外１事業所>

※上記事業所には、都道府県知事が実施する介護予防に関する研修を受講する等必要な知識及び能力を有する介護支援専門員が配置されています。

※上記事業所のうち、所在地が市外の事業所については、利用者への途切れのないサービス提供のため、事後承認となります。

【新規追加】　指定介護予防支援業務を委託する居宅介護支援事業所一覧

≪参考≫指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務委託が可能な居宅介護支援事業所（令和５年２月９日現在）
　　　　　　208事業所＋１事業所＝209事業所

資 料 ２


